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       補助金調書

補助金名
共同事業促進補助金
（商店街活力アップ支援事業）

担当課
（連絡先）

経済観光文化局中小企業振興部
地域産業支援課

（ＴＥＬ　441-3303　）

交　付　先 団体 市内商店街 区分 その他の補助金

交付先決定方法 公募
（公募の場合）

公募時期
第１期：毎年度４月（２８年度は４月２８日（木）まで）

※上記以後は予算の範囲内で随時。

（公募の場合）
応募要件

助成の対象となる団体は，本市内の商店街及びその連合体並びに共同店舗であって，
かつ，福岡市中小企業振興条例２条第２号に定めるもの（以下「商店街等」という。）とす
る。

（非公募の場合）
非公募の理由

補助開始年度 平成20 年度 経過年数 9 年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

本市の地域経済の活性化に重要な役割をもつ商店街が地域の活性化や課題解決のた
め自ら発意・企画し，自主的に取り組むまちづくり活動，集客の拡大や販売力の強化の
ために行う独自の事業，行動プランや基本計画の策定事業等を助成することにより，地
域コミュニティを支える重要な役割を担い個性豊かな賑わいのある商店街づくりを促進
し，もって商店街の振興を図ることを目的とする。
　（1） 地域特性を活かした魅力ある商店街づくりのプラン策定事業
　（2） 地域の課題解決のため，自ら発意・企画し自主的に取り組む地域のまちづくりに
寄与する事業
　（3） 地域コミュニティーの場を提供し，賑いを創出する事業
　（4） 集客力・認知度の向上，販売力強化を目的とする事業

補助金の終期 平成28 年度 延長回数 0 回

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

定率

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
・Ⅰ型　助成金額：３０万円限度（予算の範囲内）　　Ⅰ型助成率：助成対象経費の１／２以下
・Ⅱ型単独実施型
　　　　助成金額：1年目 70万円限度，2年目 50万円限度，3年目 30万円限度（予算の範囲内）
・Ⅱ型連携実施型
　　　　助成金額：1年目 90万円限度，2年目 70万円限度，3年目 50万円限度(予算の範囲内)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ型助成率：助成対象経費の２／３以下
【助成対象経費】外部委員等謝礼、及びその旅費、店舗等賃借料（事業用短期賃借）及びその内装費、
通信運搬費、広報費、イベント費（会場設営費、賞品・記念品代、アルバイト代等）、借料・損料（リース・
レンタル経費）、備品、消耗品費、委託費等 　※国・県との連携支援の場合は、助成率を軽減

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

3,435（11,400） 12,571 11,118

前年度補助事業
の主な実施概要

14,800

商店街ホームページの作成，食べ飲み歩きイベント，まちゼミの実施，地域情報誌の発
行，売り出し実施，港祭りの実施，ふれあい交流音楽イベント，地域おこしプロジェクト，
寄席プロジェクト，芸術祭，花と緑のまちづくり運動，出張商店街，青空市場，マルシェ，
アートイベント等。

補助金交付
による効果

イベントによる賑わいの創出，来街者増などによる商店街の活性化が図られている。各
商店街での事業実施に伴い地域各種団体や学生、ＮＰＯ等との連携協力や交流も図ら
れており、地域の活性化にも寄与している。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前々々年度

20 23 23

前年度 前々年度


